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●
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症

を
理
解
し
、
手
助
け
を
す
る
方
の
こ

と
で
す
。
認
知
症
に
関
す
る
知
識
な

ど
を
学
び
、
み
ん
な
が
安
心
で
き

る
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う

（
参
加
費
無
料
）。　
日
時
３
月
25
日

（
木
）の
午
後
６
時
30
分
〜
８
時　
場

所
あ
い
ぽ
っ
く　

定
員
30
人（
申
込

順
）　

申
込
３
月
15
日
か
ら
地
域
包

括
ケ
ア
担
当
へ

●
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業

生
後
２
〜
３
か
月
の
お
子
さ
ん
の
い

る
家
庭
に
訪
問
員
証
を
携
帯
し
た
保

健
師
な
ど
が
訪
問
し
、
３
〜
４
か
月

児
健
診
の
案
内
、
育
児
相
談
、
子
育

て
情
報
の
提
供
を
行
い
ま
す
。
不
在

の
場
合
は
再
訪
問
し
ま
す
。
な
お
、

出
生
通
知
票
を
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。　
日

時
４
月
の
午
前
９

時
〜
午
後
５
時　
対
象
令
和
３
年
２

月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
の
い
る
世
帯　

〈
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
〉

●
総
合
教
育
会
議　
日
時
３
月
24
日

（
水
）の
午
後
４
時
30
分
か
ら　
場
所

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル　
傍
聴
直

接
会
場
へ　
〈
企
画
政
策
係
〉

●
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
推
進

検
討
委
員
会　
日
時
３
月
25
日（
木
）

の
午
後
６
時
30
分
か
ら　
場
所
市
役

所
３
階
庁
議
室　
傍
聴
市
役
所
西
側

出
入
口
か
ら
直
接
会
場
へ　
〈
行
政

経
営
担
当
〉

●
都
市
計
画
審
議
会　
日
時
３
月
29

日（
月
）の
午
後
３
時
か
ら　
場
所
市

役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル　
傍
聴
直
接

会
場
へ　
〈
都
市
計
画
係
〉

福
祉
・
健
康

あ
い
ぽ
っ
く

健
康
係
・
地
域
保
健
係

�

☎ 

544
５
１
２
６

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�

☎ 

543
７
３
０
３

�

※
申
し
込
み
は
、午
前
８
時
30
分
か
ら

審
議
会
・

�

委
員
会

老
人
ク
ラ
ブ（
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
）に
入
会
し
ま
せ
ん
か

　
市
内
に
は
、お
お
む
ね
60
歳
以
上

の
方
に
よ
る
53
の
老
人
ク
ラ
ブ
が

あ
り
ま
す
。
各
ク
ラ
ブ
で
は
、
３

つ
の
基
本
方
針（
健
康
・
友
愛
・
奉

仕
）の
も
と
、
健
康
増
進
の
た
め
の

活
動
、
友
愛
活
動（
見
守
り
が
必
要

な
高
齢
者
の
訪
問
な
ど
）、
社
会
奉

仕
活
動
、
い
き
が
い
を
高
め
る
活

動
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、各
ク
ラ
ブ
を
ま
と
め
る
連

合
会
が
あ
り
、春
の
花
見
会
や
秋
の

大
運
動
会
を
は
じ
め
、軽
ス
ポ
ー
ツ

大
会
、旅
行
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

を
企
画
・
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
化
が
進
む
中
、地
域
で
仲
間

と
元
気
に
楽
し
く
生
活
す
る
た
め

に
、老
人
ク
ラ
ブ
に
入
会
し
ま
せ
ん

か
。

☆
詳
し
く
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
事
務
局（
市
役
所
高
齢
者
支
援
係

内
）へ
。

　
助
成
を
受
け
て
い
る
方
は
、
請

求
書
に
押
印
の
う
え
、
市
役
所
障

害
福
祉
係
、
東
部
出
張
所
、
あ
い

ぽ
っ
く
の
い
ず
れ
か
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
締
め
切
り
日
を
過
ぎ

る
と
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇
添
付
書
類

＊
タ
ク
シ
ー
利
用
費
＝
令
和
２
年

10
月
１
日
〜
３
年
３
月
31
日
に

乗
車
し
た
領
収
書

＊
ガ
ソ
リ
ン
費
＝
３
年
１
月
１
日

〜
３
月
31
日
に
自
動
車
に
給
油

し
た
領
収
書

※
受
給
は
い
ず
れ
か
一
方
で
す
。

※
施
設
入
所
中
の

方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
障

害
福
祉
係
へ
。

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
推
進
検
討
委
員
会
の
市
民

委
員
を
募
集

タ
ク
シ
ー
利
用
費
助
成
、心
身
障
害
者
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン

費
等
助
成
を
受
け
て
い
る
方
へ�

�

～
請
求
は
４
月
12
日
ま
で
～

　
公
共
施
設
の
適
正
な
維
持
・
管

理
の
た
め
、
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
改
定
に
向
け
た
評
価
・

検
証
な
ど
を
行
う
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

　
他
の
審
議
会
・
委
員
会
な
ど
の

委
員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
定
員　
１
人（
多
数
選
考
）

◇ 

任
期　
５
月
〜
令
和
４
年
３
月

（
予
定
）

◇ 

応
募　
応
募
の
動
機
を
800
字
程

度
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
記

入
し
、
４
月
２
日（
必
着
）ま
で

に
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所

行
政
経
営
担
当
へ

☆
詳
し
く
は
、行
政
経
営
担
当
へ
。

▲平成30年度の活動のようす


